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近年、診療報酬明細書（以下、「レセプト」という。）や特定健康診査等の結果について

は、電子データにより請求及び提出されるようになったことから、医療保険者は、被保険

者の健康状況や医療機関への受診状況などを把握し、データに基づいた保健事業を行うこ

とができるようになりました。 

そうした中、平成 25年 6月 14日に閣議決定された「日本再興戦略」において、「全ての

健保組合に対し、レセプト等のデータ分析に基づくデータヘルス計画の作成・公表、事業

実施、評価等の取り組みを求めるとともに、市町村国保が同様の取り組みを行うことを推

進する。」との方針が打ち出されました。 

その方針をふまえ、厚生労働省は平成 26年 3月に保健事業の実施に関する指針の一部を

改正し、保険者は健康・医療情報を活用してＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的

な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画（データヘルス計画）を策定し、保健

事業の実施及び評価を行うこととされました。（図表１） 

 

図表 1 保健事業（健診・保健指導）の PDCAサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラム【改訂版】」をもとに作成 

改善（Action） 評価（Check） 
検証結果に基づく、課題解
決に向けた計画の修正 

健康課題をより明確にした
戦略的取り組みの検討 

生活習慣病の有病者・予備群の減少 
生活習慣病関連の医療費の適正化 

実施（Do） 

【個人】保健指導対象者の明確化 

【集団】健康教育内容の選定 

【効率的かつ効果的な保健指導の実施】 

支援方法・優先順位等を検討 
対象者のライフスタイルや行動変容の

準備状態にあわせた学習教材を用意 
確実に行動変容を促す支援を実践 

【保健指導の評価】 

検査データの改善度、行動目標の達成
度、生活習慣の改善状況等を評価 

よ
り
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
方
法
・ 
内
容
に
改
善 

計画（Plan） 

【データ分析】 

集団全体の健康問題の特徴をデータから
分析 

【健康課題の明確化】 

集団の優先的な健康課題を選択 
どのような疾病にどのくらい医療費を要
しているか、より高額な医療費の原因は

何か、それは予防可能な疾病なのか、字
別の有意差はあるのか等を検討 

【目標の設定】 

最も効果が期待できる課題を重点的
に対応すべき課題として目標を設定 



 

 

３ 

 

本市では、平成 20年４月より生活習慣病等疾病予防を目的に特定健康診査等実施計画を

策定しています。その５年後の平成 25年４月に計画を見直し、第二期特定健康診査等実施

計画を策定、特定健康診査の受診率向上や特定保健指導の充実を目標に事業を進めており

ますが、特定健康診査の受診率、特定保健指導の実施率は低く、また、医療費が増大して

いる状態です。 

今回、データヘルス計画を策定し、これまでの保健事業の振り返りやデータの分析を行

うことによって健康課題の把握や効果的な事業の実施方法等を見定め、本市の特性に合わ

せた保健事業の展開を進めていくとともに医療費の適正化を目指します。 

 

 

 



 

 

４ 

 

本計画の期間は、第一期として平成 29年度の一年間とし、今後は第三期の特定健康診査

等実施計画の策定と合わせて見直しをするため、第一期は現在実施している事業を効果的

に進めていくための評価指標を立てて事業改善を図っていきます。 

なお、今回の計画における分析結果から、対策が講じられていない健康課題等について

は、第二期の計画策定の時期までにその対策として効果的な事業を検討していきます。 

 

データヘルス計画に基づく事業の実施等については、本市の健康増進計画、食育推進計

画や特定健康診査等実施計画と整合性を図り、連携した事業の実施を進めます。 

 

図表２ 関連計画との位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 民 

国保被保険者 

国保データヘルス計画 特定健康診査等実施計画 

その他医療保険被保険者 

各医療保険者におけるデータヘルス計画等 

生活保護受給者 

後期高齢者医療 

被保険者 

後期高齢者医療 

データヘルス 

計画 

０歳 40歳 74歳 75歳以上 

健康増進計画・食育推進計画 
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総人口の推移については横ばい傾向ですが、総人口に占める 65歳以上の人口（高齢化率）

は全国、神奈川県と比較しても高い状況にあり、年々増加しています。0 歳～14 歳の幼少

人口と 15歳～65歳までの生産年齢人口が年々減少していることから、今後も一層高齢化が

進むことが予想されます。（図表３、図表４） 
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34,953 34,747 33,972 33,425 32,869
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30.0%

35.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Ｈ23年 Ｈ24年 Ｈ25年 Ｈ26年 Ｈ27年

0～14歳 15～65歳 65歳以上 高齢化率

27.8 %

図表３ 年代別人口及び高齢化率の推移 

資料：神奈川県年齢別人口統計調査（平成 27年 1月１日現在確定値）（年齢不詳人口を除く）から 

（人） 
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図表４ 人口統計 

資料：神奈川県年齢別人口統計調査（平成 27年１月１日現在確定値）（年齢不詳人口を除く）から 

 

神奈川県 全国
総人口（人） 58,318 58,331 57,912 57,865 57,676 9,100,346 127,015,865
高齢化率 27.8% 28.2% 29.3% 30.2% 31.0% 23.3% 26.2%

Ｈ27年
Ｈ27年Ｈ23年 Ｈ24年 Ｈ25年 Ｈ26年
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死因を標準化比1で神奈川県と比較すると、男性は老衰、腎不全が高く、急性心筋梗塞、

脳内出血、脳梗塞、肺炎、肝疾患が低くなっています。女性は、老衰が神奈川県より高く、

肝疾患が低くなっています。（図表５） 

 

 

 

                                                   
1 標準化比とは：観察集団の年齢構成を基準となる集団の年齢構成を当てはめて、実際の死

亡数と基準母集団の死亡数の比をいう。 
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腎不全 

老衰 

【男 性】 

逗子市 

県 

図表５ 疾患別標準化死亡比（平成 20年～24年） 
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資料：人口動態保健所・市町村別統計から 
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国民健康保険の被保険者数は年々減少しています。（図表６） 

また、年代別の国保被保険者の割合については 60 歳から 74 歳までが 8,291 人と全被保

険者の半数以上を占めています。（図表７） 

 

 

 

   

 

 

 

      

16,941 
16,803  

16,355  

15,803  

15,000 

15,500 

16,000 

16,500 

17,000 

17,500 

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

被保険者数 

（人） 

6.9% 

8.2% 

14.5% 

17.9% 

52.5% 

0-14歳 

15-29歳 

30-44歳 

45-59歳 

60-74歳 

資料：人口動態保健所・市町村別統計から 

図表６ 国民健康保険被保険者数 

図表７ 年代別の被保険者数（平成 27年度） 

資料：KDBシステムから 

資料：KDBシステムから 

（人） 
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介護認定率は神奈川県及び全国と比べ高い状況にありますが、１件当たりの給付費は低

くなっています。（図表８） 

また、介護認定者における有病状況については、心臓病が 57.5％で一番多くなっていま

す。（図表９） 

 

 

  逗子市 神奈川県 全国 

介護認定率（％） 23 19.6 20.7 

１件当たり給付費（円） 51,255 54,238 58,761 

１件当たり居宅給付費（円） 36,768 38,147 39,562 

１件当たり施設給付費（円） 279,842 288,761 284,402 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表８ 介護認定率及び 1件当たり介護給付費（平成 27年度） 

資料：KDBシステムから 
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血圧は  
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逗子市 神奈川県 全国 

血圧

図表９ 要介護（支援）認定者の有病状況（平成 27年度） 

資料：KDBシステムから 

（％） 
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事業名 目 的 概 要 

特定健康診査 

現在の健康状況をチェッ
クし、生活習慣病などの
病気を早期発見・早期治
療する 

集団健診は逗葉地域医療センターで年間 16回、市役所で年
間 1回実施。市内医療機関で個別健診の実施 
がん検診との同時受診可能 
実施期間は４月～翌年２月 

  

普及啓発 
活動 

特定健康診査の受診率
向上、保健指導の利用率
向上 

①広報ずしやホームページへの掲載、情報冊子の全戸配付 
②対象者へ受診券を個別送付 
③年度途中加入者へ受診券個別送付 
④更新保険証・保険料決定通知等の発送に案内文を同封 
⑤公共施設・医療機関・市内掲示板等にポスター掲示 
⑥周知用ポケットティッシュを窓口等に配架 
⑦広報車による案内(終了) 

未
受
診
者
勧
奨 

ハガキ 

特定健康診査の利用を
勧めることで、健診受診
率の向上を図る 

ＫＤＢシステムを活用し、受診勧奨ハガキの送付 
【Ｈ27対象者】 40～65歳の未受診者 

電話 
国保連合会の未受診者モデル事業による電話勧奨 
【Ｈ26対象者】65～69歳の未受診者 982人 

訪問 
保健師による未受診者訪問 
【Ｈ27対象者】Ｈ27年度に 41歳になる未受診者 175人 

健診結果
取得 

健診結果を取得すること
で、健診受診率の向上を
図る 

①人間ドック等の結果提供者にインセンティブとして健康グッ
ズを提供 

②逗葉地域医療センターにて実施している事業主健診結果デ
ータの取得 

③商工会と連携し、商工会が実施する健診結果データの取得 

特定保健指導 
特定保健指導対象者の
健康改善・医療費抑制 

グループで行う教室を年間４回、個別指導を年間延約６０回開
催 

  

利用勧奨 
特定保健指導の利用率
向上 

①保健師による電話勧奨 
②集団健診時、専門職が腹囲基準を超えた人に個別対指導 
③商工会健診時の健康教育 

健診結果
説明 

健診結果を説明し、内容
を理解することにより、早
期治療・早期改善を図る 

健診結果の見方を説明。年間２回 

重症化予防 
早期発見・早期治療、医
療費抑制 

一定基準値以上の者で、内服していない者に、訪問等の面接
などにより保健指導を実施 

集団指導 健康意識の向上 
集団健診受診者に対し、保健師・管理栄養士による健康教育
を実施 

ジェネリック医
薬品普及啓発 

調剤費の抑制 
①ジェネリック医薬品個別差額通知を送付（年度３回） 
②保険証更新時にジェネリック医薬品希望シールを同封 
③ジェネリック医薬品希望カードの配布 
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実 績 成功・推進要因 課題及び阻害要因 

Ｈ27実施率 
31.2%（法定報告） 

実施方法や健診申込方法が浸透
している。多くのがん検診と同時受
診が可能。集団健診での無料託児
実施 

受診率は微増しているが、目標値には届
いていない。特に若年層の受診率が低
い。 

  
受診券の個別送付は、４月の送付
で浸透している。 

周知方法のマンネリ化 

H27送付数 
4,429人 

受診券再発行希望者の増加 
集団健診申込者の増加 

効果測定が困難 
対象者別のメッセージ作成でない。 
若年層は受診勧奨後も受診に結びつい
ていない。 

Ｈ26実績 
本人対応 365人・家族対
応 170人・留守電 169人・
不在 244人・不通 34人 

直接話をすることで、未受診理由
の把握が可能 

受診率の低い若年層に直接勧奨をした
いが、日中は不在が多いため困難 
直通となる専用の電話機がない。 

H27実績 
本人対応 42人・家族対応
50人・不在 83人 
受診につながった数 20人
（11.5％） 

がん検診無料クーポン券の対象者
を訪問 

休日の訪問も多くなることから、保健師の
マンパワー不足 

Ｈ27取得数 
129人 

インセンティブの提供により、結果
提出者が増加 
商工会議所健診会場で、同意を得
て結果取得をしたことにより増加 

人間ドックの結果提出者数の伸び悩み。 
欠損結果データの持ち込みの増加 
事業主健診の結果データ取得のための
同意書がとれていない事業所がある。 

Ｈ27実施率 
動機づけ支援 25.1% 
積極的支援   9.6% 
（法定報告） 

健康づくり教室では、各種測定機
器による測定を実施。休日にも開
催 

実施率が低い。 
毎年度の継続保健指導対象者は、利用
に繋がらない。 
インセンティブがない。 

H27実績  15.3 ％ 
電話勧奨対象者による対応で、利
用につながることあり。 

費用対効果が見えない。 

H27実績 
    ２回 14人 

健診結果の見方が分らない方のフ
ォローの場、満足度アップにつな
がった。 

70～80代の高齢者の出席が主であり早
期改善につながらない。 

受診勧奨対象者 43名、勧
奨により受診 11名、すで
に受診中 16名、未受診 12
名、他４名 

個別に勧奨通知。地区担当保健
師の継続的な関わりにより受診し
たケースあり。 

精神科受診歴者、通院・内服を選択しな
い方、主治医の判断のもと内服していな
い方への対応が困難 

年間 1,000人程度 
医療費が高い疾病の予防策、新し
い医療情報、制度などを年度ごと
に伝えられている。 

効果測定が困難 

H27実績  1,116件 
（前回送付者は対象外）   

ジェネリック差額通知の費用よりも
効果額の方が高い。 

ジェネリック差額通知の対象となる薬効
が限られている。 
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被保険者一人当たりの医療費（医科、調剤）については、年々増加しています。（図表 10） 

また、全被保険者の約半数である 60歳から 74歳までの医療費が、年間約 37億７千万円

と全体の 76％を占めており、加齢にともない医療費が増大しています。（図表 11） 

264,251  

293,631  
296,634  

313,948  

250,000  

260,000  

270,000  

280,000  

290,000  

300,000  

310,000  

320,000  

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 

1人当たり 

医療費（円） 

図表 10 被保険者一人当たりの医療費の状況 

（円） 

資料：KDBシステムから 
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2.2% 
1.4% 

6.0% 

14.4% 

76.0% 

0-14歳 

15-29歳 

30-44歳 

45-59歳 

60-74歳 

図表 11 年代別の医療費の状況（平成 27年度） 

資料：KDBシステムから 
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医療費の 35.7％が入院医療費、64.3％が外来医療費です。 

被保険者一人当たりの医療費については、入院医療費は横ばい傾向ですが、外来医療費

については増加傾向にあります。（図表 12） 

神奈川県及び全国に比べて、入院及び外来ともに医療費が高くなっています。（図表 13） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,114 
114,275 109,867 112,188 

167,137 179,356 
186,767 201,761 

0 

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

24年度 25年度 26年度 27年度 

一人当たり 

医療費（入院） 
一人当たり 

医療費（外来） 

図表 12 入院、外来の被保険者一人当たり医療費の推移 

資料：KDBシステムから 

（円） 
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入院 逗子市 神奈川県 全国 

入院医療費の割合 35.7% 36.5% 39.2% 

１件当たり医療費（円） 577,304  555,011  527,162  

１人当たり医療費（円） 112,188  105,268  114,187  

１日当たり医療費（円） 39,382  39,225  33,567  

１件当たり日数（日） 14.66  14.15  15.70  

 

外来 逗子市 神奈川県 全国 

外来費用の割合 64.3% 63.5% 60.8% 

１件当たり医療費（円） 23,092  22,535  22,281  

１人当たり医療費（円） 201,761  182,882  177,293  

１日当たり医療費（円） 15,438  14,225  14,001  

１件当たり受診回数（日） 1.50  1.58  1.59  

図表 13 医療費の構成比（平成 27年度） 

資料：KDBシステムから 
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医療費を疾病大分類別2に見ると、入院医療費では循環器系の疾患が 21.9%で一番多く、

次に新生物（20.6%）、精神及び行動の障害（11.9%）となり、３疾病で入院医療費の 54%を

占めています。外来医療費では、内分泌、栄養及び代謝疾患が 14%と一番多く、循環器系の

疾患、尿路性器系の疾患と次いでいます。（図表 14） 

疾病中分類別3の医療費では、入院ではその他の心疾患が約１億５千万円で一番多く、外

来では腎不全が約２億６千万円で１位となり、２位が高血圧性疾患、３位が糖尿病、４位

がその他の内分泌、栄養及び代謝障害となっており、生活習慣病が上位を占めています。

入院と外来の合計で見ても、生活習慣病又はそのエンドステージの疾患4が上位を占めてい

ることがわかります。（図表 15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 疾病大分類別とは：疾病分類表は、わが国の疾病罹患の状況を概括できるように推定患者

数を基準にして、大分類、中分類及び小分類がそれぞれ独立し、分類

表としての形式を統一したもの。そのうちもっとも大きな疾病分類。 
3 疾病中分類別とは：疾病分類表のうち、大分類の次の疾病分類。 
4 エンドステージの疾患とは：助かる見込みのない状況になった状況にある疾患のこと。 

図表 14 平成 27年度疾病大分類別医療費割合 
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循環器系の

疾患, 21.9% 

新生物, 

20.6% 

精神及び行

動の障害, 

11.9% 

呼吸器系の

疾患, 6.6% 

尿路性器系

の疾患, 6.4% 

損傷、中毒及

びその他の

外因の影響, 

5.7% 

神経系の疾

患, 5.6% 

消化器系の

疾患, 5.% その他, 16.4% 

【入 院】 

内分泌、栄

養及び代謝

疾患, 14.% 

循環器系の

疾患, 13.4% 

尿路性器系

の疾患, 

10.7% 

新生物, 

10.2% 

筋骨格系及

び結合組織

の疾患, 9.3% 

呼吸器系の

疾患, 7.6% 

消化器系の

疾患, 7.2% 

精神及び行

動の障害, 

5.5% 

その他, 22.1% 

【外 来】 

資料：KDBシステムから 
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（入外合計） 

 中分類別疾患 
疾病別医療費 

（単位：円） 

入院医療

費に占め

る割合 

 中分類別疾患 
疾病別医療費 

（単位：円） 

入院医療

費に占め

る割合 

1 腎不全 361,207,080 7.3% 7 
その他の内分泌、
栄養及び代謝障害 

206,344,580 4.2% 

2 その他の心疾患 249,346,190 5.0% 8 その他の消化器系
の疾患 

185,028,740 3.7% 

3 高血圧性疾患 244,088,600 4.9% 9 その他の眼及び付
属器の疾患 

150,644,700 3.0% 

4 糖尿病 239,601,650 4.8% 10 虚血性心疾患 143,458,080 2.9% 

5 その他の悪性新生物 234,602,580 4.7%  その他 
（上記以外のもの） 

2,723,208,450 54.9% 

6 統合失調症、統合失調症型
障害及び妄想性障害 223,796,900 4.5% 総医療費 4,961,327,550 

（入院） （外来） 

 中分類別疾患名 
疾病別医療費 

（単位：円） 

入院医療
費に占め
る割合 

 中分類別疾患名 
疾病別医療費 

（単位：円） 

外来医療
費に占め
る割合 

1 その他の心疾患 154,023,160 8.7% 1 腎不全 264,136,830 8.3% 

2 
統合失調症、統合失調症型
障害及び妄想性障害 144,714,040 8.2% 2 高血圧性疾患 239,702,710 7.5% 

3 その他の悪性新生物 141,276,390 8.0% 3 糖尿病 223,969,630 7.0% 

4 腎不全 97,070,250 5.5% 4 
その他の内分泌、栄養及び
代謝障害 203,854,350 6.4% 

5 虚血性心疾患 96,537,870 5.4% 5 ウイルス肝炎 126,585,310 4.0% 

6 骨折 72,609,250 4.1% 6 その他の消化器系の疾患 122,660,070 3.8% 

7 その他の消化器系の疾患 62,368,670 3.5% 7 
その他の眼及び付属器の
疾患 116,489,160 3.7% 

8 その他の呼吸器系の疾患 60,888,690 3.4% 8 その他の心疾患 95,323,030 3.0% 

9 
気管、気管支及び肺の悪性
新生物 

49,283,400 2.8% 9 その他の悪性新生物 93,326,190 2.9% 

10 その他の循環器系の疾患 44,324,650 2.5% 10 炎症性多発性関節障害 92,688,760 2.9% 

 その他 
（上記以外の疾患） 849,805,110 47.9% 

 その他 
（上記以外の疾患） 1,609,690,030 50.5% 

入院総医療費 1,772,901,480 外来総医療費 3,188,426,070 

図表 15 平成 27年度疾病中分類別医療費上位 10疾病 

資料：KDBシステムから 
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生活習慣病に係る医療費を標準化比で神奈川県との比較を行ったところ、男女ともに神

奈川県に比べて高くなっている疾病が見られます。なかでも、男性についてはがんが入院

医療費、外来医療費ともに高くなっており、入院医療費では動脈硬化症が、外来医療費で

は脂質異常症、糖尿病、高血圧症、狭心症が高くなっています。女性については、狭心症、

動脈硬化症の入院医療費が高くなっています。（図表 16） 
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図表 16 平成 27年疾病別（生活習慣病）標準化医療費の差（神奈川県との比較） 

疾患名（入院件数, 外来件数） 

（点） 

疾患名（入院件数, 外来件数） 

（点） 

【男 性】 

【女 性】 
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平成 27年６月診療分のレセプト5を費用額で区分して構成割合をみると、件数構成割合で

は３万以下のレセプトが８割以上を占めており、10万以上の高額レセプトは全体の４%とな

っています。費用構成割合でみると医療費の半分以上が高額レセプトによるものであるこ

とから、重症化させない取組が必要になります。（図表 17） 

50 万円以上となった高額レセプトの疾病内容をみると、腎不全が一番多く、次に悪性新

生物となっています。（図表 18） 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
5 レセプトとは：医療機関が健康保険組合に提出する月ごとの診療報酬明細書 
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7.0% 
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0.9% 

27.2% 
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100% 

件数割合 費用割合 

50万円以上 
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50万円未満 

3万～ 

10万円未満 

1万～ 

3万円未満 

1万円未満 

図表 17 費用額別の件数及び費用額の構成割合（平成 27年 6月診療分） 

資料：KDBシステムから 
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疾病名（中分類） 件数 
費用額合計 
（単位：円） 

腎不全 16 10,926,750 

その他の悪性新生物 13 16,538,790 

その他の心疾患 8 10,543,110 

その他の呼吸器系の疾患 5 4,448,400 

その他の消化器系の疾患 5 3,798,940 

その他の神経系の疾患 5 5,996,190 

気管、気管支及び肺の悪性新生物 5 5,576,560 

結腸の悪性新生物 4 3,588,950 

良性新生物及びその他の新生物 4 6,498,220 

悪性リンパ腫 3 2,431,090 

骨折 3 2,052,590 

症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類
されないもの 

3 1,983,230 

直腸Ｓ状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 3 3,202,820 

肺炎 3 2,617,360 

 

 

 

            

図表 18 50万円以上のレセプトにおける疾病（中分類）の状況 

（平成 27年 6月診療分） ※上位疾病のみ 

資料：KDBシステムから 
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疾病別医療費で１位である腎不全（24 ページ参照）の医療費の内訳は、人工透析に係る

医療費がほとんどとなっています。 

平成 27 年６月診療のレセプトでは、人工透析患者数は 60 人であり被保険者数全体の約

0.4%ほどです。人工透析患者は 40 歳代から生じ、加齢にともない大幅に増加しています。

基礎疾患（保有疾患）では高血圧が一番多く、続いて糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症の

順となっています。また、複数の疾患を併せ持つ人工透析患者が多い傾向があります。（図

表 19） 

 

被保険者数 

（人） 

人工透析 

患者 
糖尿病 高血圧症 高尿酸血症 脂質異常症 

人数 割合 人数 割合※ 人数 割合※ 人数 割合※ 人数 割合※ 

20歳代 
以下 

2,532 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

30歳代 1,401 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

40歳代 2,040 3 0.1% 0 0.0% 2 66.7% 1 33.3% 1 33.3% 

50歳代 1,855 7 0.4% 6 85.7% 7 100.0% 1 14.3% 4 57.1% 

60～ 
64歳 

1,620 9 0.6% 5 55.6% 9 100.0% 4 44.4% 3 33.3% 

65～ 
69歳 

3,345 16 0.5% 7 43.8% 14 87.5% 3 18.8% 5 31.3% 

70～ 
74歳 

3,597 25 0.7% 15 60.0% 23 92.0% 6 24.0% 11 44.0% 

総 計 16,390 60 0.4% 33 55.0% 55 91.7% 15 25.0% 24 40.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：KDBシステムから 

図表 19 人工透析のレセプト分析（平成 27年 6月診療分） 
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医療費の増加に合わせ、調剤費も増えてきています。（図表 20）医薬品のうち後発医薬品

（ジェネリック医薬品6）を利用する割合は 57%で、利用率は年々増加しています。（図表 21） 

 本市では平成 24年度よりジェネリックの差額通知を送付していますが、ジェネリック差

額通知の効果額は合計 1,500 万円以上で、差額通知を見てジェネリックに変更した人がい

ることにより、新たにかかる医療費が少なく済んでいることがわかります。（図表 22） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
6 ジェネリック医薬品とは： 

ある医薬品メーカーが開発した先発医薬品（新薬）の特許期間満了後に、別の医薬品メー 

カーが同じ有効成分と製法によって製造する薬。後発医薬品ともいう。 
 

 
費用額（単位：円） 

Ｈ22年度 1,014,067,218  

Ｈ23年度 1,072,661,815  

Ｈ24年度 1,089,945,912  

Ｈ25年度 1,111,692,690  

Ｈ26年度 1,142,888,443  

Ｈ27年度 1,226,029,715  

※金額は一部負担金を含む 10割分です。 

資料：保険者ネットワーク制御システムから 

図表 20 調剤費の推移 
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43.6% 

51.1% 51.3% 
52.0% 51.6% 

54.5% 
55.3% 

57.0% 

40.0% 

45.0% 

50.0% 

55.0% 

60.0% 

26.3 27.2 27.7 27.9 27.12 28.3 28.6 28.9 
（年月） 

図表 21 ジェネリック医薬品利用率（数量ベース・新指標） 

資料：保険者ネットワーク制御システムから 

※数量：薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。 

※新指標：[後発医薬品の数量]/（[後発医薬品のある先発医薬品の数量]+[後発医薬品の数量]） 
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送付月 
1年目

（円） 

２年目

（円） 

３年目

（円） 

４年目

（円） 

５年目

（円） 
計（円） 

24.6 523,524 562,472 491,401 403,877 113,502 2,094,776 

24.10 231,049 244,870 231,049 263,464 － 970,432 

25.2 153,855 203,632 197,372 151,447 － 706,306 

25.6 858,658 981,973 829,933 235,144 － 2,905,708 

25.10 555,004 603,340 377,432 － － 1,535,776 

26.2 372,738 327,883 167,169 － － 867,790 

26.6 1,005,297 874,767 238,767 － － 2,118,831 

26.10 989,770 901,812 － － － 1,891,582 

27.2 587,964 418,349 － － － 1,006,313 

27.6 394,067 116,381 － － － 510,448 

27.10 498,620 － － － － 498,620 

28.2 280,625 － － － － 280,625 

28.6 226,526 － － － － 226,526 

合計 15,613,733 

図表 22 ジェネリック差額通知の効果額（一般被保険者分） 

資料：保険者ネットワーク制御システムから 

※送付月から翌年送付月の前月までを1年としています。また、各送付分の最後の年は平成28年９月審

査分までです。 
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特定健康診査の受診率は神奈川県内の平均より上回っており、本市の受診率は緩やかに

増加しています。（図表 23、図表 24） 

特定健康診査の継続受診状況を見てみると、３年間継続して受診している人は 67.4%で約

７割近い人が継続して受診されています。（図表 25） 

また、性年代別に受診者数を見てみると、男女ともに年齢が上がるにつれ受診率が増加

していますが、男性に比べ女性の方が高い受診率となっています。（図表 26） 
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図表 23 平成 26年度神奈川県内市町村の特定健康診査受診率 

資料：国保連合会提供資料（法定報告値）から 

（％） 
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図表 24 特定健康診査受診率の推移 

資料：各年度の法定報告から 

図表 25 特定健康診査継続受診者の状況 

資料：保健事業支援システムから 

（人） 
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図表 26 平成 27年度性年代別健診受診状況 

 

【男性】 【女性】 

（人） 

（人） 

38.7% 38.9% 

38.1% 32.3% 

35.6% 27.0% 

28.6% 23.1% 

28.0% 16.4% 

22.9% 20.7% 

22.1% 17.0% 
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特定保健指導の実施率は神奈川県が全国で一番低い状況が続いています。本市の特定保

健指導の実施率は神奈川県の平均を上回っていますが、高い状況ではありません。（図表 27） 

特定保健指導の対象者及び実施率は、実施年度により偏りがみられます。（図表 28） 

また、一度特定保健指導の対象となり、特定保健指導を受け、継続して特定保健指導の

対象者になっている人は、次年度以降に特定保健指導を継続利用していない状況が見えま

す。（図表 29） 
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図表 27 平成 26年度神奈川県内市町村の特定保健指導実施率 

資料：国保連合会提供資料（法定報告値）から 

（％） 
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図表 28 特定保健指導実施率（全体）の推移 

資料：各年度の法定報告から 

図表 29 特定保健指導実施率（積極的支援） 

資料：各年度の法定報告から 
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特定健康診査結果の有所見者の状況を標準化比で神奈川県と比べると、男性では収縮期

血圧7が高く、女性では全ての項目において県より低くなっています。（図表 32） 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
7 収縮期血圧とは：心臓が収縮したときの血圧。血液が心臓から全身に送り出された状態で、

血圧が最も高くなるため、最高血圧とも呼ばれる。 
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図表 32 特定健康診査結果における有所見者の標準化比（平成 26年度） 

注：□に入った数値は、県と比べて有意な差（ｐ＜0.05）がある。 
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収縮期血圧は特定保健指導域8以上の有所見者が半数近くいますが、拡張期血圧9では特定

保健指導以上の有所見者は収縮期に比べて少なくなっています。（図表 33） 

また、収縮期、拡張期で即受診レベルの人の平成 26 年４月から平成 28 年３月までのレ

セプトから、収縮期では 27.3%、拡張期では 35.7%の人が高血圧性疾患を理由とした受診が

ないことがわかりました。（図表 35） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
8 特定保健指導域とは：生活習慣病対策のための標準的な健診・保健指導プログラムに基づ

いた保健指導 
9 拡張期血圧とは：心臓が拡張したときの血圧。全身を循環する血液が肺静脈から心臓へ戻

った状態で、血圧が最も低くなるため、最低血圧とも呼ばれる。 
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収縮期血圧 

  
男性+女性 
（人） 

男性 
（人） 

女性 
（人） 

即受診レベル 
160mmHg～ 66 34 32 

受診勧奨値以上 
140～159mmHg 486 235 251 

保健指導判定値 
130～139mmHg 904 388 516 

基準値以内 
～129mmHg 1,724 582 1,142 

合計 3,180 1,239 1,941 

拡張期血圧 

  男性+女性 
（人） 

男性 
（人） 

女性 
（人） 

即受診レベル 
100mmHg～ 

42 31 11 

受診勧奨値以上 
90～99mmHg 

231 123 108 

保健指導判定値 
85～89mmHg 

299 144 155 

基準値以内 
～84mmHg 

2,608 941 1,667 

合計 3,180 1,239 1,941 

図表 33 リスク判定別性別有所見者数（血圧） 

※即受診レベルについては厚生労働科学研究戦略研究所「自治体における生活習慣病重症化予防の

ための受診行動促進モデルによる保健指導プログラムの効果検証に関する研究」を参考にしています。 

資料：保健支援事業システムから 
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図表 34 血圧有所見割合（男性+女性） 

【収縮期血圧】 

【拡張期血圧】 

資料：保健支援事業システムから 
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図表 35 受診勧奨値以上のリスク保有者の医療機関受診状況 

資料：保健支援事業システムから 
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ＨｂＡ１ｃでは特定保健指導域以上の有所見者の割合は 37%を占めていますが、空腹時血

糖ではＨｂＡ１ｃの割合に比べて少なくなっています。（図表 36） 

また、血糖リスクが即受診レベルの人の平成 26 年４月から平成 28 年 3 月までのレセプ

トから、ＨｂＡ１ｃでは 6.3%、空腹時血糖では 3.8%の人が糖尿病を理由とした受診がない

ことがわかりました。（図表 38） 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＨｂＡ１ｃ (ヘモグロビンＡ１ｃ) 

  
男性+女性 
（人） 

男性 
（人） 

女性 
（人） 

即受診レベル 
8.4％～ 16 12 4 

受診勧奨値以上 
6.5～8.3％ 

140 89 51 

保健指導判定値 
5.6～6.4％ 1,004 372 632 

基準値以内 
～5.5％ 2,020 766 1,254 

合計 3,180 1,239 1,941 

空腹時血糖 (ＦＢＳ) 

  男性+女性 
（人） 

男性 
（人） 

女性 
（人） 

即受診レベル 
160mg/dl～ 26 20 6 

受診勧奨値以上 
126～159mg/dl 83 54 29 

保健指導判定値 
100～125mg/dl 496 274 222 

基準値以内 
～99mg/dl 2,575 891 1,684 

合計 3,180 1,239 
1,941 

図表 36 リスク判定別性別有所見者数（血糖） 

※即受診レベルについては厚生労働科学研究戦略研究所「自治体における生活習慣病重症化予防の

ための受診行動促進モデルによる保健指導プログラムの効果検証に関する研究」を参考にしています。 

資料：保健支援事業システムから 
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図表 37 血糖有所見割合（男性+女性） 
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資料：保健支援事業システムから 
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図表 38 受診勧奨値以上のリスク保有者の医療機関受診状況 

資料：保健事業支援システムから 
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中性脂肪では保健指導判定域以上の有所見者は 17.5%、ＬＤＬコレステロールの有所見者

割合は 63.2%と比較的多くなっています。（図表 39） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中性脂肪(ＴＧ、トリグリセライド) 

  男性+女性 
（人） 

男性 
（人） 

女性 
（人） 

受診勧奨値以上 
300mg/dl～ 

54 38 16 

保健指導判定値 
150～299mg/dl 

502 285 217 

基準値以内 
～149mg/dl 

2,624 916 1,708 

合計 3,180 1,239 1,941 

ＬＤＬコレステロール 

  
男性+女性 
（人） 

男性 
（人） 

女性 
（人） 

即受診レベル 
180mg/dl～ 

220 66 154 

受診勧奨値以上 
140～179mg/dl 

972 334 638 

保健指導判定値 
120～139mg/dl 

818 332 486 

基準値以内 
～119mg/dl 

1,170 507 663 

合計 3,180 1,239 1,941 

図表 39 リスク判定別性別有所見者数（脂質） 

資料：保健支援事業システムから 

※即受診レベルについては厚生労働科学研究戦略研究所「自治体における生活習慣病重症化予防の

ための受診行動促進モデルによる保健指導プログラムの効果検証に関する研究」を参考にしています。 
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図表 40 脂質有所見割合（男性+女性） 

【中性脂肪】 

【LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ】 

資料：保健支援事業システムから 
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図表 41 受診勧奨値以上のリスク保有者の医療機関受診状況 

資料：保健事業支援システムから 

（人） 

（人） 
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注：標準化比に＊が付されたものは、県、国に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。 

  

  男性 女性 

逗子市 
年齢調整割合 標準化比 vs. 年齢調整割合 標準化比 vs. 

逗子市 県 全国 
(基準) 

県 
(=100) 

全国 
(=100) 

逗子市 県 全国 
(基準) 

県 
(=100) 

全国 
(=100) 

服薬_高血圧症 31.5% 35.6% 37.1% *88.5 *84.7 24.1% 27.7% 30.2% *87.2 *80.0 

服薬_糖尿病 7.1% 7.7% 9.5% 92.5 *74.8 3.0% 3.9% 5.0% *76.0 *59.3 

服薬_脂質異常症 16.7% 18.1% 17.5% 94.6 97.9 23.8% 25.1% 26.2% 95.3 *91.3 

既往歴_脳卒中 4.5% 4.4% 4.5% 98.4 96.5 2.2% 2.3% 2.3% 96.6 96.0 

既往歴_心臓病 10.2% 7.4% 7.5% *139.1 *136.6 5.1% 3.9% 4.0% *130.8 *124.6 

既往歴_腎不全 0.2% 0.5% 0.7% 45.7 32.2 0.2% 0.2% 0.4% 82.8 48.9 

既往歴_貧血 6.7% 6.3% 4.9% 109.8 *140.9 15.8% 16.4% 14.1% 95.8 110.6 

喫煙 19.2% 24.0% 25.0% *80.2 *76.6 5.8% 6.8% 6.0% 85.2 96.0 

２０歳時体重から１０kg以上増加 41.5% 40.2% 39.5% 104.7 106.4 20.8% 24.2% 25.7% *86.9 *81.9 

１回３０分以上の運動習慣なし 48.1% 53.6% 56.5% *90.3 *85.8 56.9% 57.0% 60.5% 100.1 *94.4 

１日１時間以上運動なし 42.3% 44.5% 45.8% 95.9 93.3 39.8% 44.4% 46.2% *89.8 *86.6 

歩行速度遅い 37.9% 44.0% 48.9% *87.2 *78.6 38.9% 44.3% 51.0% *87.6 *76.4 

１年間で体重増減３kg以上 20.3% 21.7% 21.3% 94.4 95.5 16.8% 18.2% 18.0% 92.9 94.1 

食べる速度が速い 29.2% 28.5% 29.3% 102.0 98.8 22.5% 22.1% 23.3% 101.5 96.3 

食べる速度が普通 62.0% 63.2% 62.4% 97.9 99.3 68.0% 69.3% 68.1% 98.2 99.9 

食べる速度が遅い 8.8% 8.2% 8.2% 109.0 109.1 9.6% 8.6% 8.6% 110.7 110.4 

週３回以上就寝前夕食 20.1% 22.5% 21.9% 89.7 91.2 8.6% 11.0% 11.3% *80.0 *77.1 

週３回以上夕食後間食 10.0% 10.0% 11.2% 101.1 89.4 11.0% 10.9% 12.2% 102.4 91.0 

週３回以上朝食を抜く 9.9% 11.3% 10.6% 88.2 93.8 6.1% 7.3% 6.6% *83.2 91.6 

毎日飲酒 44.7% 45.8% 46.3% 98.0 97.1 12.4% 11.8% 10.0% 106.5 *125.4 

時々飲酒 27.1% 24.2% 23.0% 110.4 *116.6 26.0% 23.9% 21.2% *109.1 *123.1 

飲まない 28.2% 30.0% 30.8% 94.8 92.0 61.6% 64.3% 68.8% 95.6 *89.5 

１日飲酒量（１合未満） 49.6% 46.1% 44.3% *107.9 *111.6 86.9% 83.6% 84.3% 103.7 103.0 

１日飲酒量（１～２合） 29.9% 33.9% 35.3% *87.4 *84.5 10.0% 12.9% 12.2% *77.8 *81.9 

１日飲酒量（２～３合） 15.8% 15.2% 15.8% 103.6 100.5 2.4% 2.8% 2.7% 85.2 85.3 

１日飲酒量（３合以上） 4.7% 4.7% 4.6% 102.7 104.3 0.6% 0.8% 0.8% 84.5 81.3 

睡眠不足 17.5% 20.4% 21.7% *85.9 *80.5 24.0% 25.4% 25.9% 95.8 94.4 

改善意欲なし 32.3% 31.1% 36.1% 104.4 *90.2 26.9% 26.0% 29.0% 103.4 93.0 

改善意欲あり 25.1% 26.1% 25.9% 96.3 96.8 27.9% 27.7% 28.1% 101.3 100.1 

改善意欲ありかつ始めている 11.4% 11.7% 11.3% 97.1 100.3 13.9% 13.7% 14.1% 101.0 98.1 

取り組み済み６ヶ月未満 7.6% 8.9% 7.0% 84.6 107.5 9.5% 10.4% 8.6% 92.2 112.3 

取り組み済み６ヶ月以上 23.7% 22.2% 19.7% 105.3 *119.0 21.8% 22.2% 20.3% 97.4 106.0 

保健指導利用しない 62.8% 55.8% 58.9% *112.1 106.4 62.4% 54.7% 56.7% *113.5 *109.5 

図表 42 平成 26年度特定健康診査問診票の結果の標準化比 
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これまでに実施している保健事業の評価とデータ分析から見える本市の特徴等を踏まえ、

健康課題を把握します。 

項 目 分析から読み取れる特徴 健康課題 

人口及び高齢化率  

（図表 3,4） 

・総人口は横ばい 

・高齢化率は県内でも高く、年々増加 

 

 

 

 

 

 

死因 

（図表 5） 

・男女ともに老衰が高く、肝疾患が低い。 

・男性は腎不全も多い。 

国民健康保険の状

況 

（図表 6,7,10,11） 

・被保険者数は年々減少 

・1人当たりの医療費は増加、医療費の 7割は 60歳

以上の高齢者。 

介護保険の状況 

（図表 8,9） 

・認定率は高いが、給付費は低い。 

・有病状況は、心臓病、ロコモが多い。 

入院、外来 

医療費 

（図表 12,13） 

・入院医療費は横ばい、外来医療費は増加。 

・入院、外来ともに(特に外来医療費が)県内でも高

い。 

疾病別医療費 

（図表 14,15） 

・入院医療費は、循環器系の疾患、新生物が上位と

なっている。 

・外来医療費は、大分類別では内分泌、栄養及び代

謝疾患、循環器系疾患が上位だが、中分類別にみる

と腎不全が一位。 

生活習慣病医療費

の状況 

（図表 16） 

・県と比較し、男性ではがんの医療費が高い。 

・糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の外来医療費は

男性で県より高くなっているが、女性では低くなって

いる。 

高額レセプトの状況  

（図表 17,18） 

・費用構成割合の半分以上が 10万円以上の高額レ

セプト。 

・50万以上の高額レセプト疾病件数の上位は腎不

全、悪性新生物。 

入院医療費は循環器疾患

など生活習慣病の重症化

によるものが上位を占め

ている。 

入院医療費は循環器系、

新生物が多い。 

外来医療費が高い。 

生活習慣病で、腎不全、

高血圧、糖尿病が上位を

占めている。 

特に男性の医療費が高

い。 

心臓病、ロコモ系の介護

保険認定者が多い。 

高齢者の医療費が高い。 

男性の腎不全による死亡

が多い。 
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人工透析患者の

状況 

（図表 19） 

・人工透析患者は 60人で全体の 0.4％。 

・合併症では高血圧、糖尿病が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定健康診査の

実施状況 

（図表 23～26） 

・受診率は微増 

・受診者のうち 7割近い人が継続受診者 

特定保健指導の

実施状況 

（図表 27～31） 

・対象者数、実施者数ともに、年度によって

ばらつきがみられる。 

・継続利用者が少ない。 

健診結果におけ

る有所見の状況 

（図表 32） 

・県と比較すると有所見者数は全体的に低

くなっている。 

血圧リスクの状況 

（図表 33～35） 

・特定保健指導判定値以上の有所見者は、

収縮期血圧で 45.8％、拡張期血圧で 18％。 

・即受診レベルの数値であった者の医療機

関受診状況は、収縮期血圧で 27.3％、拡張

期血圧で 35.7％。 

血糖リスクの状況 

（図表 36～38） 

・特定保健指導判定値以上の有所見者は、

HbA1ｃで 36.5％、空腹時血糖で 19％。 

・即受診レベルの数値であった者の医療機

関受診状況は、HbA1cで 6.3％、空腹時血

糖で 3.8％。 

脂質リスクの状況 

（図表 39～41） 

・特定保健指導判定値以上の有所見者は、

中性脂肪で 17.5％、LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙで

63.2％。 

・即受診レベルの数値であった者の医療機

関受診状況は、LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙで 51.4％。 

問診結果の状況 

（図表 42） 

・生活習慣として改善すべき事項が多い回

答のものはなく、比較的に日頃の生活習慣

が良好な受診者が多い傾向。 

・「保健指導を利用しない」と回答する人が

多い。 

血圧、血糖、脂質のリスク

について、即受診レベル

の数値でも未受療者がお

り、特に LDL コレステロー

ルで高くなっている。医療

受診レベルの結果を軽

視、放置している受診者

が多数みられる。 

特定健診の受診率、特定

保健指導の実施率が低

い。 

特定健診では、若年層、

男性の受診率が特に低

い。受診者は、有所見者

の状況が低く、健康な人、

健康意識の高い人が受診

をしている可能性がある。 

人工透析者は全体から占

める人数は少ない。基礎

疾患の高血圧、糖尿病な

どをもつ人が多い。 

自分流の健康習慣をもつ

人は、保健指導の利用は

望まない。 



57 

 



 

 

 

 



60 

 

確認できた逗子市の健康課題を、健康度、年齢、意識ごとのカテゴリーによって関連づ

けます。そして、その解決策として、次の４つの対策を検討し、現在の保健事業の取組状

況を踏まえて、対策に向けた事業を実施します。 

                  

 本市の特定健診受診者は、健康意識が高く、健康課題が少ない傾向にあります。しかし、

医療受診レベルの結果であっても受診してない人がいることなどから、重症化予防に対す

る啓発が必要です。また、重症化したとき、介護が必要となったときの原因疾患は、高血

圧、糖尿病等が原因による心疾患、脳血管疾患などの血管障害が多いので、その原因疾患

である高血圧、糖尿病にならないようにすること、それらを発病したとしても、生活習慣

の改善と適切な治療の両輪を継続することで、重症化を防ぐことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

☆外来医療費が高く、生活習

慣病で、腎不全、高血圧、糖

尿病が上位を占めている。 

 

☆特に男性の医療費が高い。 

 

☆循環器疾患、ロコモが原因

で介護保険認定を受ける

者が多い。 

 

 

☆入院医療費は循環器疾

患など生活習慣病の重

症化によるものが上位

を占める。 

 

☆特定健診の受診者のうち

即受診レベルの数値でも

結果を放置している受診

者がいる。 

 

☆人工透析者の基礎疾患は

高血圧、糖尿病等が多い。 

 

☆人工透析患者は 40歳代か

ら発症し始めている人が

いる。 

 

 

  

高血圧・高血糖 

脂質異常・肥満 

心疾患・脳血管疾患 

慢性腎不全 

心臓カテーテル治療等の手術 

・人工透析などの高額医療 



61 

 

無関心期：6か月以内に行動を変えようと思っていない 

関心期：6か月以内に行動を変えようと思っている     

準備期：１か月以内に行動を変えようと思っている 

実行期：行動を変えて６か月未満である     

維持期：行動を変えて６か月以上である    

 

本市の特定健診受診者は、高齢になるほど受診率が高い状況にあります。また、男性は

女性よりも受診率が低いですが、医療費は男性の方が高い状況にあります。 

動脈硬化は加齢や生活習慣によってすすんでいきますが、一度動脈硬化が進むと、元に

戻すことは難しいので、生活習慣病が一度発症すると、生活習慣の改善のみで服薬しない

状況に戻ることは難しいです。よって、若いころから自分の体調、生活習慣に関心を持ち、

健康行動をとることが必要です。本市では、若年の、特に男性の健康チェックを強化し、

若いうちから生活習慣病の芽を摘むことが重要です。 

本市の特定健診受診者は、有所見の割合が低く、健康な人、健康意識の高い人(実行期又

は維持期の人)が多いと考えられます。若年のうちから健康に関心を持ち、健康に良い生活

習慣を意識して行う人が増えることが重要です。 

 

※行動変容ステージモデル：人が行動(生活習慣)を変える場合は、５つのステージを通る。 

☆特定健診では、若年層、男性の

健診の受診率が特に低い 

 

                      

☆高齢になるほど医療費が高い 

☆特に男性の医療費が高い 
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本市は、現在健康である被保険者に対しては、40 歳代からの若年の男性の特定健診の受

診率を上げ、若年層の健康意識、健康度を上げることを重点とした保健事業を展開します。 

また、健康レベルの違いによって、異なるアプローチを展開し、健康増進、重症化予防、

生活の質の向上を目指します。 

対策 対策に基づく事業 

１ 

普及・ 

啓発 

生活習慣病の有無の確認が必要で

あること、市の傾向、合併症など、

また、予防策などを被保険者が知

り、自らの生活習慣を振り返り、

改善できるような普及啓発を行

う。特に健康意識の低い人の行動

変容のきっかけづくりとなるよう

な知識・情報の提供を行う。 

○健康についての無関心層(健康行

動をとらない層)をとりこんだ普

及、啓発の展開(市役所内の未病セ

ンターの充実・活用) 

○情報提供の拡充 

○インセンティブのある事業で、 

きっかけづくり 

→つい(たまたま)参加 

→体験(体感) 

→継続するような保健事業の展開 

 

２ 

重症化 

予防 

生活習慣病の重症化による腎不全

や循環器疾患、脳血管疾患を予防

するため、特定保健指導の対象か

否かによらず、有所見の内容によ

って保健指導や受診勧奨等を行

う。

〇有所見者への受診勧奨 

〇ハイリスク群をターゲット層と

した、重症化予防教室の実施 

３ 

 

特定健診 

受診率の向上

生活習慣病は自覚症状がないこと

から、健診受診率を向上させ、糖

尿病、高血圧等の早期発見・早期

治療につなげ、重症化予防を測る。 

〇若年層、男性を中心とした未受診

者勧奨 

○健診に関心の無い層を中心とし

た受診者層の拡充 

４ 

 

特定保健指導 

実施率の向上

特定保健指導利用率を向上させ、

リスク保有者の重症化予防を図

る。 

〇インセンティブを付与し、 

保健指導利用向上を図る 

〇内容の充実 
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この取組みは、神奈川県の進める未病の取組みと重なるため、本市は平成 28年度に未病

センターを開設しました。今後は、データヘルス計画の一環としても未病センターの活用

を進めていきます。 

 

未病とは 
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出典：水嶋春朔著「地域診断のすすめ方：根拠に基づく生活習慣病対策と評価第２版」、 

医学書院、2006（著者の許諾を得て引用）

脳卒中発症者数が最も多いのは、血圧分布のどのカテゴリー 

（高血圧、境界域、正常高値）でしょうか？ 

 

(人数) 

(血圧が高い) (血圧が低い) 
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確認できた逗子市の健康課題に対して検討した対策の具体的な保健事業の実施計画及び

評価指標を計画します。 

事業名 目 的 概 要 

健康情報の提供 

無関心層をターゲットと

した保健事業を強化する

ことで、新たに健康行動

をとる人を増やし、新た

な患者発症の防止(１次

予防10)、心筋梗塞、脳血

管障害等の重症化予防

(２次予防11)に努める。 

 

 

 

 

 

①未病センターにおける健康情報提供を充

実させ、血圧、糖尿病などを中心に保健予

防的な情報を提供する。 

②未病センターに職員が常駐し、随時、健

康・栄養相談、その他必要なサービスにつ

なぐ。 

③血圧等の測定場所として未病センターの

利用を促し、自分の健康を見える化する。

セルフチェックの必要性を周知、啓蒙する。 

④未病センター内でミニ講座・教室等を実

施する。 

⑤逗子アリーナ（未病センター）、図書館な

どでも健康情報を発信していく。 

保健事業の強化 

高血圧に重点を置き、事業を実施する。 

①集団健診時の放映ＤＶＤ：「高血圧予防」 

②集団健診時の管理栄養士による指導： 

「減塩の秘訣」 

③特に寒い時期には高血圧予防の出前講座

を強化する。 

ＦＡＳＴ(脳梗塞を含む脳血管障害を簡単

にチェックできるテスト)の浸透により、脳

血管障害を発症した場合に、早期発見し早

期治療に繋げられるため、ＦＡＳＴについ

て周知する。 

④年間を通じて糖尿病予防に関連した出前

講座を実施していく。 

                                                   
10 １次予防とは：疾病の発生を未然に防ぐ行為 
11 ２次予防とは：重症化すると治療が困難または大きなコストのかかる疾患を早期に発

見・処置する行為 
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対 象 アウトプット アウトカム 

逗子市民 

○年間を通じた未病センター 

２か所の運営 

 

〇健康・栄養相談 

  ３０回/年度 開催 

〇未病センター市役所の利用者： 

10人/日×20日/月×12月＝ 

延 2,400人/年度 以上 

 

○未病センター逗子アリーナの 

 利用者 

 20,000人/年度 以上 

逗子市民 

〇集団健診時の指導：日×10回 

       （17日×各 10回） 

         170回/年度 

 

〇出前講座： 

高血圧予防の内容(ＦＡＳＴの啓

発を含む)   ３回/年度 以上 

 

〇糖尿病予防教室の 

内容：３回/年度 以上 

 

※出前講座は市民の依頼内容で行

うが、今後は高血圧、糖尿病のテ

ーマで行うことをこちらから提案

し、必要な団体に対して啓発を行

っていく。 

〇集団健診時の指導 

 2,500人以上 

 

〇出前講座の参加者 

 高血圧予防の内容 

100人以上 

 

〇糖尿病予防教室の内容 

 100人以上 

※評価時期は、年度内に単発の事業は、その事業実施報告とともに評価を実施します。 

年間を通じての事業は、次年度春に評価を行います。 
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事業名 目 的 概 要 

有所見者への 

受診勧奨 

腎不全の原因疾患であ

る、高血圧、糖尿病をタ

ーゲットとした保健事

業を実施することで、早

期発見・早期治療を図る 

保健師、管理栄養士による手紙の送付、電話

勧奨等を実施する。 

対象者に体の状況を伝え、直ちに受診するよ

うに促す。 

受診後の治療継続状況について、本人へ確認、

またはレセプトにより確認し、治療中断を防

止する。 

手段：手紙の送付、電話、訪問、面接等 

重症化予防 

教室の実施 

糖尿病に重点を置き、具体的な実技指導を取

り入れた予防効果の高い教室を開催する。 

Ａ講演会：「糖尿病にならない体をつくる！」

/講師：糖尿病専門医 

Ｂ教 室：「糖尿病にならない食事を選ぶ！」

/講師：市管理栄養士 

講義、計量実習、食事有り 

Ｃ教 室：「糖尿病にならない運動をする！」

/講師：市保健師、運動指導士 

講義、運動実習有り 

関係団体との協力 

有所見者の受療勧奨を

行うことで、生活習慣病

の重症化による人工透

析、脳血管疾患等による

医療費の抑制を図る 

本データヘルス計画を関係団体に説明し、有

所見者への受診勧奨の協力を依頼する。 

 

関係団体：逗葉医師会、逗葉歯科医師会、逗

葉薬剤師会、公益財団法人逗葉地域医療セン

ター、逗子市商工会等 
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対 象 アウトプット アウトカム 

特定健診の結果、血圧、血糖値等、

生活習慣病発症に関連する因子が

境界域、医療域であった人。 

メタボ基準である内服の有無、腹囲

のサイズは問わない。 

〇対象者への電話 

勧奨：１００％ 

〇受診勧奨値以上の血糖

リスク保有者の医療機

関未受診者率 

 

対前年比減 

20 歳以上の市民で、次の項目に該

当する人 

①糖尿病の内服をしていない人 

②血液検査で HbA1cが 5.8以上の人 

③糖尿病になりたくない・糖尿病に

関心がある人 

 

※応募多数の場合、②の方を優先す

る 

〇重症化予防教室の 

開催：年３回 

※Ａ、Ｂ、Ｃ 

セットで１コース 

〇重症化予防教室の 

参加者 

 

延 80人 

医師会所属の医療機関等 

〇協力依頼：年１回以上 

〇受診勧奨値以上の血糖

リスク保有者の医療機

関未受診者率 

 

対前年比減 
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事業名 目 的 概 要 

未受診者勧奨 

高齢期の医療費が高く、

特に男性の医療費が高い

ことから特に若い男性の

受診率向上 

65 歳以下の未受診者に対する勧奨のなか

で、特に若年の男性をターゲットにした受

診勧奨を実施する。 

手段：対象者の状況に添ったタイプ別の個

別通知ハガキ及び電話勧奨 

健診結果取得 

健診結果を取得すること

で、健診受診率の向上を

図る 

特定保健指導対象者、重

症化予防対象者をより多

く抽出することで、健康

改善・医療費抑制を図る 

①人間ドック等の結果提供者にインセンテ

ィブとして健康グッズを提供する。 

②逗葉地域医療センターにて実施している

事業主健診結果データを取得する。 

③商工会と連携し、商工会が実施する健診

結果データを取得する。 

関係団体との協力 

逗子市国民健康保険の被

保険者の医療状況を医療

関係団体に伝え、健診の

重要性を再認識して頂く

ことで、それぞれの機関

でも受診勧奨の強化を目

指す 

本データヘルス計画を関係団体に説明し、

特定健診受診の協力を依頼する。 
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対 象 アウトプット アウトカム 

40代男性の未受診者 

〇対象者の状況に添ったタイプ別

の個別通知の送付 

（65歳以下向け・40代男性向け） 

 

〇４０代男性へ 

の電話勧奨：100％実施 

〇特定健診受診率 

 

対前年比増 

 

 

〇健診結果取得数 

 

対前年比増 

 

 

〇電話勧奨による健診受診 

  

１０％ 

①特定健診対象者 

②事業主健診受診者 

③商工会健診受診者 

〇インセンティブの 

周知：年１回以上 

 

〇逗葉地域医療センターへの 

協力依頼：年１回以上 

 

 

 

逗子市商工会等 

 

 

 

〇協力依頼：年１回以上 
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事業名 目 的 概 要 

特定保健指導 

利用勧奨 

特定保健指導対象者、重

症化予防対象者により多

く対応することで、早期

の保健指導、重症化予防

等のアプローチを図る 

保健師、管理栄養士による利用勧奨を強化

する。手紙を送付する際は、個別の内容を

加味する。 

対象者に体の状況を伝え、自分の生活習慣

を振り返ってもらい、行動変容をおこすこ

とで、健康維持ができることを繰り返し伝

えていく。 

手段：手紙の送付、電話、訪問、面接等 

特定保健指導 

内容の充実 

市役所内の未病センターを活用し、保健指

導利用のインセンティブとしてインボディ

ー測定や血管年齢測定等を実施する。 

例) 手紙を送付時に、「３か月後、マンツー

マンで、全ての機器の測定ができる!!」

体験チケットの同時配付等。（下図） 
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対 象 アウトプット アウトカム 

特定保健指導対象者 

 

 

〇個別内容を加味した手紙の送付 

 

 

〇未利用者への電話勧奨：１００％ 

 

 

〇未病センターにおける 

個別指導の開催：延 120回以上 

  （10件/月×12月） 

〇特定保健指導利用率 

 １５．３％ 

 

〇電話勧奨、訪問等による

保健指導の利用 

 ３０％ 
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有料 

 

加齢により、30 代以降から既に全身

の筋肉量の減少がスタートします。 

（Ｔ△Ｔ）っっ!! 

特にその減り方が大きいのは脚！老

化は脚から！若々しさを保つために、

まずは脚から鍛えましょう。 

 

無料 
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事業名 目的 概要 

がん検診事業 

① 胃がん 

② 肺がん 

③ 大腸がん 

④ 乳がん 

⑤ 子宮頸がん 

⑥ 胃がんリスク 

⑦ 前立腺がん 

がんの早期発見・早期治療に

よりがんによる死亡率減少を

図る 

集団検診および個別検診において、

特定健診等とともにがん検診を実施 

がん検診クーポン

事業・肝炎個別勧

奨事業 

がん検診等受診の動機づけと

する 

子宮頸がん・乳がん・肝炎ウイルスの

無料クーポンを郵送し、国の定める

対象者に対して検診を実施 

 

事業名 目的 概要 

がん精密検査追

跡調査 

検診が正しく行われているか

を評価し、不備な点を改善す

ることにより、検診の技術・体

制を適切に確保し、安全かつ

適切な検診を通して、死亡率

減少効果を得る 

 

精密検査未受診者が受診す

ることにより、早期発見・早期

治療に繋げ、医療費抑制、死

亡率減少を図る 

逗葉地域医療センター、逗葉医師

会、予防医学協会等と協力をしなが

ら、がん検診チェックリストに基づい

た検診の受診体制の整備を行う 

 

がん検診で精密検査受診が確認でき

ない者に対して、郵送、電話、訪問等

を通して精密検査結果の把握 

 本市の被保険者の年齢構成は高く、入院費を主として、悪性新生物(がん)の医療費が

高い状況にあります。そこで、悪性新生物(がん)対策を別立で考え、「がんにならない

ようにする、なっても早めに見つける、適切な医療に繋げる」ことを進めます。 
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対象 アウトプット アウトカム 

当年度対象年齢以上の市民 

①胃がん 40歳以上 

②肺がん 40歳以上 

③大腸がん 40歳以上 

④乳がん 40歳以上で受診日現在

偶数歳の女性 

⑤子宮頸がん 20歳以上の女性 

⑥胃がんリスク 40歳以上   

※過去に「要精密検査」の判定を受

けた人は受診不可。「リスクは低い」

の判定を受けた者は５年経過後に

再受診可能。 

⑦前立腺がん 40歳以上の男性 

○けんしんＮＡＶＩの全

戸配布 

    年１回（４月頃） 

 

○特定健診対象者に

がん検診情報も含め

たちらしを受診券とと

もに送付 

         年１回 

○がん検診受診率 

 対前年比増 

 

○がん死亡率 

 対前年比減 

①子宮頸がん 21歳女性 

②乳がん 41歳女性 

③肝炎 41歳、46歳、51歳、56歳、

61歳 

○対象者へ個別通知

の送付 

    年１回（６月頃） 

○がん検診受診率 

 対前年比増 

 

対象 アウトプット アウトカム 

がん検診精密検査対象者のうち、精

密検査未受診者 

○追跡調査実施回数 

       年１回以上 

 

○がん検診チェックリ

ストの確認 

       年１回 

○精検受診率 

 対前年比増 

 

○精検未受診率、精検未把握率 

 対前年比減 

 

○がん発見率、陽性反応的中度の

数値目標の保持 

 

○がん死亡率 

 対前年比減 
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事業名 目的 概要 

 

３歳児健診、

就学時健診

における乳

がん視触診

指導 

 

がん予防のためのセルフチ

ェック方法を伝え、意識付け

や知識普及を図る 

健診の待合時間等に合わせ、乳がんセルフ

チェックの方法を指導し、予防のための意

識付けや知識普及を図る 

 

婦人科を中心としたがん検診の案内を実施 

がん予防 

講演会 

がんに関する正しい知識の

普及 

がん征圧月間（９月）もしくは、がん検診受

診率 50%達成に向けた集中キャンペーン月

間（10月）に合わせ医師・がん体験者等によ

る講演の実施 

がん情報 

発信拠点の

拡充 

自身で情報を得て、がん予

防行動をとることができる

等、ヘルスプロモーションに

繋げる 

 

がんに関するヘルスリテラシ

ーの向上 

 

保健センター、未病センターにがんに関する

資料を配架 

 

市ホームページに資料を掲載 

 

図書館において、がん征圧月間（９月）・が

ん検診受診率 50％達成に向けた集中キャ

ンペーン月間（10月）等に合わせたがん展

示、健康医療コーナーにがん予防に関する

資料を常時配架 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

対象 アウトプット アウトカム 

①３歳児健診受診者の保護者 

 

②就学時健診受診者の保護者 

○３歳児健診受診時の開

催回数 

     年 12回（毎月１回） 

 

○就学時健診時の開催回

数 

            年５回 

 

○乳がん視触診体験実

施者数、実施率 

 対前年比増 

 

○がん検診受診率 

 対前年比増 

逗子市民 

○がん予防講演会の実施

回数 

 年１回以上（９～10月頃） 

 

○がんに関する資料の

配布枚数 

 対前年比増 

 

○がん検診受診率 

 対前年比増 

 

○がん死亡率 

 対前年比減 

○がん展示の実施 

 年１回以上（９～10月頃） 

 

○がんに関する資料の配

布状況の確認 

         年１回以上 

 

○がんを含む健康相談の

実施 

○がんに関する資料の

配布枚数 

 対前年比増 

 

○がん相談・関係機関

との連携 

 対前年比増 

 

○がん検診受診率 

 対前年比増 
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平成 29年度に、保健事業の評価指標を目標に、目標の達成状況の評価を行い、本計画の

目標設定、取り組むべき事業等を見直して、次期計画に繋げます。 

 

策定した計画は、本市の広報誌やホームページ等を通じて公表します。また、関係団体

等配付し、周知します。 

 

本計画における事業等の実施については、関係所管、関係団体等と連携をして取り組み

ます。 

 

本市における個人情報の取り扱いについては、「逗子市個人情報保護条例」や「レセプト

情報・特定健康診査等の提供に関するガイドライン」（厚生労働省 平成 25 年 8 月現在）

を遵守し適切な管理に努めます。 
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